
茨城県警察こどもを守る110番の家（事業者対象）参画フローチャート

県内に２箇所以上の事業所（店舗）を有している
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２台以上の車両を「110番の車」

として運用する

小･中学校、市町村教育委

員会等が運用している

「110番の家」への参画を

検討してください

参画条件

を満たし

ています

県内の全事業所（店舗）に「110

番の家」を設置する

事業所（店舗）が、建

物の１階部にある

「110番の家」となる事業所（店舗）が１階部にないと、

児童等が容易に駆け込むことができないため、通常の業

務を通じての児童等の見守り活動をお願いします

参画条件

を満たし

ています
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